
     

                     国 水 環 第 2 1 8 号 
                     国 水 治 第 2 0 8 号 
                     国 水 保 第 1 5 6 号 
                     国 水 海 第 7 8 号 

                           令和８年３月 30 日 
 
 

北海道開発局 建設部長 殿 
各地方整備局 河川部長 殿 
沖縄総合事務局 開発建設部長 殿 

 
国土交通省 水管理・国土保全局     

河川環境課長   

治 水 課 長   

保 全 課 長   

海 岸 室 長   

（公 印 省 略）   

 
 

河川工事等の工事看板の取扱いについて 
 
 

 標記については、令和３年５月２７日付け国水環第２６号・国水治第２２号・国水

保第８号・国水海第１０号「河川工事等の工事看板の取扱いについて」により通知し

たところです。 
先般、令和７年６月６日に閣議決定された「第１次国土強靱化実施中期計画（以

下、「実施中期計画」）」における各種取組に関する情報について、施設利用者や周辺住

民等に対して広く、かつ、わかりやすく発信することが今後も継続的に必要です。 
このため、実施中期計画の取組が推進されるよう、別添のとおり工事看板の記載例

を更新しましたので、貴管内各現場への周知徹底をお願いします。 
 適用については、本通知以降に着手する工事を対象とし、予算区分や工事内容等に

より適宜記載内容に反映するものとする。 
なお、令和３年５月２７日付け国水環第２６号・国水治第２２号・国水保第８号・

国水海第１０号「河川工事等の工事看板の取扱いについて」は、廃止します。 
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                           令和８年３月 30 日 
 
 

各都道府県 河川主幹部長 殿 
各政令指定都市 河川主幹部長 殿 

 
 

国土交通省 水管理・国土保全局     

河川環境課長   

治 水 課 長   

保 全 課 長   

海 岸 室 長   

（公 印 省 略）   

 
 
 

河川工事等の工事看板の取扱いについて 
 
 

 標記については、別添のとおり各地方整備局河川部長等あて通知しましたので、貴

職におかれましてもこれを参考とした運用につとめられるようお願いいたします。 
 また、都道府県におかれては、管内河川管理者（指定市を除く）あてこの旨通知願

います。 
 なお、令和３年５月２７日付け国水環第２６号・国水治第２２号・国水保第８号・

国水海第１０号「河川工事等の工事看板の取扱いについて」は、廃止します。 
 


